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市指定有形文化財（書跡）

飯い
い

野の

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

射し
ゃ

具ぐ

記き　
　
　

一
巻

指　

定　

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
八
幡
小
路

所
有
者　

飯
野
八
幡
宮

江
戸
時
代
・
延
宝
五
年（
一
六
七
七
）

縦　

三
四
・
八
㎝
、
全
長　

六
五
二
・
九
㎝

飯
野
八
幡
宮
射
具
記
は
、
延
宝
五
年（
一
六
七
七
）に
飯
野
八
幡
宮
の
例

祭
に
合
わ
せ
、
磐
城
平
藩
・
内
藤
義
概
の
家
臣
で
あ
る
小
島
十
郎
左
衛
門

が
兵
法
の
故
実
に
則
っ
た
射
具（
弓
術
の
用
具
）八
種
を
作
成
し
奉
納
す
る

に
あ
た
り
、
そ
の
次
第
を
内
藤
家
の
儒
臣
・
葛
山
頤
篤
軒（
為
篤
）に
記
述

さ
せ
、
共
に
八
幡
宮
へ
納
め
た
も
の
で
あ
る
。

巻
子
装
で
あ
り
、
表
紙
は
牡
丹
唐
草
の
金
襴
、
紫
の
緒
が
付
き
、
題だ
い

簽せ
ん

は
無
い
。
見
返
し
は
金
無
地
、
軸
題
は
金
銅
装
、
軸
端
は
魚な

な々

子こ

地
に
蓮

華
文
が
刻
さ
れ
る
と
い
っ
た
丁
寧
な
装
丁
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
天

地
に
金
泥
で
界
線
を
引
い
た
鳥
の
子
紙
の
本
紙
に
は
、
謹
直
な
筆
致
で
中

国
の
古
典
や
日
本
の
古
伝
を
引
き
つ
つ
、
射
具
奉
納
の
趣
意
を
漢
文
調
で

表
し
、
そ
れ
に
続
い
て
小
島
を
始
め
と
し
て
発
起
人
、
資
金
の
協
力
者（
い

ず
れ
も
上
級
家
臣
と
思
わ
れ
る
）合
わ
せ
て
七
十
九
名
の
姓
名
が
実
名
付
き
で

連
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
奉
納
の
厳
粛
さ
を
示
す
よ
う
に
格
調
の
高
い
一

巻
と
な
っ
て
い
る
。

筆
者
の
葛
山
為
篤
は
、
生
没
年
等
不
明
な
点
も
多
い
が
武
田
家
の
遺
臣

と
考
え
ら
れ
、
内
藤
忠
興
、
義
概
に
仕
え
て
磐
城
地
方
初
の
地
誌
『
磐
城

風
土
記
』
や
歌
集
『
続
類
題
和
歌
集
』『
左
京
大
夫
義
泰
家
集
』
を
編
纂

す
る
な
ど
、
文
雅
の
才
を
大
い
に
現
し
た
。
本
巻
は
、
そ
の
為
篤
の
書
跡

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
磐
城
平
藩
・
内
藤
家
時
代
の
文
化
の
豊
か
さ
を
示

す
も
の
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
内
藤
家
の
上
級
家
臣
団
を
研
究
す

る
上
で
も
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

な
お
、
筆
者
で
あ
る
葛
山
為
篤
は
、
こ
れ
ま
で
「
た
め
あ
つ
」
と
通
読

さ
れ
て
き
た
が
、
本
巻
の
記
名
等
に
よ
り
「
い
と
く
」
と
読
ま
れ
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
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飯い
い

野の

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

簾れ
ん

帳ち
ょ
う

賛の
さ
ん

并
な
ら
び
に

序じ
ょ　
　
　

一
巻

指　

定　

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
八
幡
小
路

所
有
者　

飯
野
八
幡
宮

江
戸
時
代
・
延
宝
六
年（
一
六
七
八
）

縦　

三
二
・
六
㎝
、
横　

四
七
九
・
九
㎝

こ
れ
は
、
磐
城
平
藩
内
藤
家
家
臣
の
川
名
勘
助
が
葛
山
為
篤
に
書
き
記

さ
せ
た
巻
物
で
あ
る
。

川
名
は
江
戸
詰
を
終
え
て
役
を
退
い
た
の
を
機
に
、
朋
輩
数
名
と
語
ら

い
飯
野
八
幡
宮
に
奉
納
す
る
簾れ
ん

箔は
く

を
調
製
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
呼
び
か

け
に
漏
れ
た
者
た
ち
の
強
い
要
望
で
、
さ
ら
に
帳ち
ょ
う

帷い

の
調
製
を
計
画
し

奉
納
し
た
。
川
名
は
、
こ
の
次
第
の
記
述
を
葛
山
為
篤
に
依
頼
し
、
葛
山

は
そ
の
意
を
「
賛
并
序
」
と
し
て
延
宝
六
年（
一
六
七
八
）正
月
に
書
き
記

す
と
と
も
に
、
奉
納
に
携
わ
っ
た
七
〇
名
以
上
の
家
臣
お
よ
び
藩
に
関
わ

る
者
た
ち
の
名
前
を
も
記
し
た
。

こ
の
「
賛
并
序
」
に
よ
っ
て
、
藩
主
や
上
級
家
臣
が
単
独
あ
る
い
は
少

人
数
で
行
な
う
奉
納
と
は
異
な
る
、
七
〇
名
以
上
の
中
級
家
臣
ら
が
衆
力

を
も
っ
て
し
た
奉
納
の
様
子
が
わ
か
る
。
ま
た
、
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）

に
飯
野
八
幡
宮
は
藩
も
大
き
く
関
わ
っ
て
大
改
修
を
行
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
続
い
た
家
臣
ら
の
奉
納
の
一
環
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
簾
箔
と
は
す
だ
れ
の
こ
と
で
、
帳
帷
と
は
も
の
を
遮
っ
て
見
え

な
く
す
る
布
の
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
名
は
資
料
中
に
「
為
篤
軒
葛
山
信
聚
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
磐
城

平
藩
の
儒
学
者
で
、寛
文
十
年（
一
六
七
〇
）、藩
主
内
藤
忠
興
の
時
代
に『
磐

城
風
土
記
』
を
編へ
ん

纂さ
ん

し
た
人
物
で
あ
る
。

磐
城
平
藩
の
中
級
家
臣
お
よ
び
藩
に
関
わ
る
者
た
ち
の
名
前
が
列
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
、
ほ
か
に
類
品
を
見
る
こ
と
が
な
く
、
内
藤
家
時
代
の

藩
政
資
料
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
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摩ま

訶か

般は
ん

若に
ゃ

波は

羅ら

蜜み
っ

多た

心し
ん

経ぎ
ょ
う（
般は
ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う

）　　
　

三
巻

指　

定　

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
四
倉
町
薬
王
寺
字
塙

所
有
者　

薬
王
寺

中
世

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
薬
王
寺
は
、
関
東
か
ら
東
北
に
ま
た
が
る

地
域
に
お
い
て
、
真
言
宗
新
義
派
の
談
義
所
と
し
て
隆
盛
を
み
た
寺
院
で

あ
っ
た
。
京
都
の
事
相
本
寺
で
あ
る
醍
醐
寺
の
僧
侶
た
ち
が
、
中
世
か
ら

近
世
初
期
に
か
け
て
度
々
訪
れ
て
お
り
、
薬
王
寺
を
拠
点
と
し
て
各
地
へ

布
教
し
て
い
た
た
め
、
薬
王
寺
に
は
京
都
か
ら
請
来
し
た
教
典
が
多
く
伝

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
流
れ
を
経
て
、
こ
の
摩
訶

般
若
波
羅
蜜
多
心
経（
般
若
心
経
）三
巻
が
薬
王
寺
に
存
在
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
漆
塗
り
の
木
箱
に
収
め
ら
れ
、
保
存
の
状
態
は

一
部
に
破
損
が
あ
る
も
の
の
、
比
較
的
良
好
で
あ
る
と
言
え
る
。

軸
装
さ
れ
た
一
巻
は
、
藍
で
染
め
た
紺
紙
に
銀
泥
で
罫
線（
界
）を
引
き
、

厚
い
金
字
で
鮮
や
か
に
経
文
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
巻
の
軸
装
さ

れ
た
般
若
心
経
は
、
黄き

檗は
だ

染ぞ
め

の
黄こ
う

紙し

に
墨
で
罫
線
を
引
き
、
墨
で
丁
寧
に

経
文
が
写
さ
れ
て
い
る
。
軸
木
の
な
い
一
巻
も
、
同
様
に
黄
檗
染
の
黄
紙

に
墨
で
罫
線
を
引
き
、
文
字
は
墨
で
端
正
に
書
写
さ
れ
、
経
文
の
末
尾
に

は
功
徳
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
巻
の
般
若
心
経
は
、
中
世
に
写
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

天
文
九
年（
一
五
四
〇
）六
月
十
七
日
に
後
奈
良
天
皇
が
全
国
の
悪
疫
流

行
終
息
を
祈
念
す
る
た
め
醍
醐
寺
の
三
宝
院
義ぎ

堯ぎ
ょ
う

に
祈
禱
せ
し
め
た
。

そ
の
際
に
、
天
皇
は
般
若
心
経
を
自
ら
写
し
て
諸
国
一
宮
に
奉
納
し
、
そ

の
う
ち
の
一
巻
が
醍
醐
寺
の
僧
侶
に
よ
っ
て
薬
王
寺
に
贈
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
こ
の
紺
紙
金
泥
経
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

軸
装
さ
れ
た
巻
の
軸
付
紙
に
は
、
薬
王
寺
住
僧
で
あ
っ
た
正
誉
が
寛
文

三
年（
一
六
六
三
）二
月
七
日
に
般
若
心
経
の
軸
装
を
直
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
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正
し
ょ
う
誉よ

本ぼ
ん

古こ

写し
ゃ

経き
ょ
う手て

鑑か
が
み　
　
　

一
巻

指　

定　

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
四
倉
町
薬
王
寺
字
塙

所
有
者　

薬
王
寺

寛
文
三
年（
一
六
六
三
）

手
鑑
と
は
、
筆
跡
鑑
定
の
た
め
経
巻
や
歌
集
、
手
紙
な
ど
を
巻
子
本
や

冊
子
本
か
ら
一
部
を
切
り
取
っ
て
蒐
集
し
て
厚
手
の
台
紙
で
あ
る
帖
に
貼

っ
た
も
の
で
、
一
定
の
方
針
の
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
お
そ

く
と
も
室
町
時
代
の
末
か
ら
作
ら
れ
、豊
臣
政
権
の
頃
よ
り
盛
ん
と
な
り
、

江
戸
時
代
に
入
る
と
ま
す
ま
す
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
手
鑑
は
、
薬
王
寺
十
六
世
の
堅
雄（
字
は
正
誉
）が
寛
文
三
年（
一
六

六
三
）に
古
筆
を
集
め
一
巻
に
ま
と
め
、
軸
装
に
し
た
こ
と
が
奥
書
か
ら

確
認
で
き
る
。
聖
武
天
皇
、
光
明
皇
后
と
続
く
通
常
の
手
鑑
の
編
纂
と
異

な
り
、
本
手
鑑
は
真
言
宗
の
宗
祖
弘
法
大
師
を
初
め
に
、
次
に
光
明
皇
后
、

藤
原
魚う
お

名な

と
し
、
薬
王
寺
の
事
相
本
山
に
当
た
る
醍
醐
寺
の
開
山
聖し
ょ
う

宝ぼ
う

と
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
薬
王
寺
が
属
す
る
新
義
真
言
宗
の
祖
覚か
く

鑁ば
ん

の
筆

跡
も
見
受
け
ら
れ
る
他
に
、
平
安
時
代
の
真
言
宗
の
観か
ん

賢げ
ん

や
、
鎌
倉
時
代

の
華
厳
宗
の
明み
ょ
う

恵え

な
ど
の
高
僧
の
筆
跡
も
み
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な

真
言
宗
の
僧
の
古
筆
を
主
と
し
た
他
に
、
江
戸
や
京
都
よ
り
遠
く
離
れ
た

磐
城
の
薬
王
寺
の
僧
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。こ
の
よ
う
な
事
例
は
県
内
で
は
他
に
見
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
手
鑑
が
作
ら
れ
、
伝
え
ら
れ
た
薬
王
寺
は
中
世
か
ら
近
世
に
か
け

て
、
新
義
真
言
宗
の
関
東
か
ら
東
方
に
跨
る
地
域
で
の
談
議
所
と
し
て
栄

え
た
寺
院
で
あ
り
、
京
都
の
醍
醐
寺
か
ら
も
度
々
僧
侶
が
訪
れ
、
同
寺
を

中
心
に
各
地
に
布
教
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
同
寺
に
は
京
都
か
ら

の
経
典
類
が
伝
来
し
、
そ
う
し
た
影
響
の
も
と
手
鑑
が
作
成
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
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如に
ょ

来ら
い

寺じ

蔵ぞ
う

典て
ん

籍せ
き　
　
　

一
四
一
冊

指　

定　

平
成
七
年
四
月
二
十
八
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
山
崎
字
矢
ノ
目

所
有
者　

如
来
寺

如
来
寺
は
浄
土
宗
名
越
派
三
代
・
良
山
上
人
妙
観（
一
二
九
二
～
一
三
六

一
）に
よ
っ
て
、
鎌
倉
末
期
な
い
し
南
北
朝
初
頭
に
開
山
さ
れ
た
。
浄
土

宗
名
越
派
と
は
、
浄
土
宗
の
開
祖
・
法
然
上
人
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
良
忠

上
人
の
門
弟
・
良
弁
上
人
尊
観
が
開
い
た
一
派
で
、
一
念
業
成
を
基
本
と

し
、
さ
ら
に
尊
観
の
門
人
良
慶
上
人
明
心
が
、
三
心
具
不
生
を
付
け
加
え

て
教
義
と
す
る
派
で
あ
る
。
良
山
の
磐
城
布
教
に
よ
り
東
北
・
北
関
東
に

広
ま
り
、
北
は
ア
イ
ヌ
民
族
、
南
は
琉
球
王
国
へ
と
幅
広
く
教
線
が
伸
び

て
い
っ
た
。
寺
院
数
は
五
百
ヶ
寺
を
越
え
、
如
来
寺
は
そ
の
派
の
原
点
の

寺
院
で
あ
っ
た
。

如
来
寺
に
お
い
て
良
山
は
、
名
越
派
の
基
本
教
義
に
基
づ
く
多
く
の
著

作
を
な
し
た
。『
浄
土
初
学
抄
題
額
集
』・『
開
題
考
文
抄
』・『
果
分
述
伝

集
』・『
果
分
考
文
抄
助
証
』・『
初
心
示
大
端
』・『
四
部
口
筆
』・『
選
擇
口

筆
』・『
開
題
考
文
抄
口
筆
』・『
阿
弥
陀
仏
十
抄
成
仏
事
』・『
明
中
抄
』・

『
師
恩
報
謝
論
議
事
』・『
弥
陀
授
記
事
』
な
ど
が
主
な
著
作
で
あ
る
。
こ
う

し
た
著
作
の
ほ
か
、宗
祖
・
法
然
や
良
忠
・
良
弁
な
ど
の
先
師
の
著
作
を
加

え
て「
月
形
函
」に
秘
蔵
さ
れ
て
き
た
の
が
如
来
寺
典
籍
の
基
本
で
あ
る
。

残
念
な
こ
と
に
著
者
の
自
筆
本
で
は
な
く
、
す
べ
て
室
町
時
代
初
頭
か

ら
江
戸
時
代
初
期
に
至
る
三
百
年
間
の
写
本
で
あ
る
。

し
か
し
、
写
本
と
い
っ
て
も
内
容
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
重
要
な
の
は

そ
の
奥
書
で
あ
る
。
例
え
ば
『
開
題
考
文
抄
』
の
場
合
「
干
時
応
永
五
年

戌
寅（
一
三
九
八
）七
月
十
九
日
小
楢
葉
村
折
木
談
所
之
書
、
筆
者
通
慶
覚
天

之
生
年
卅
五
才
」
と
あ
り
折
木
の
地
名
が
見
え
る
。
他
に
、
文
明
十
年

（
一
四
七
八
）よ
り
数
年
間
に
渡
り
多
数
の
書
を
写
本
し
た
良
寿
、
如
来
寺

の
良
懿
・
良
璋
、
専
称
寺
の
良
拾
、
圓
通
寺
の
良
順
、
沖
縄
へ
渡
っ
た
良

定
上
人
の
自
筆
本
も
か
な
り
多
く
、
県
内
で
は
他
に
見
ら
れ
な
い
中
世
期

の
写
本
群
で
あ
る
。
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市指定有形文化財（典籍）

延え
ん

寿じ
ゅ

護ご

法ほ
う

録ろ
く　
　
　

上
・
下
二
巻

指　

定　

平
成
七
年
四
月
二
十
八
日

所
在
地　

い
わ
き
市
四
倉
町
薬
王
寺
字
塙

所
有
者　

薬
王
寺

延
寿
護
法
録
と
は
、
延
寿
山
教
王
院
薬
王
寺
と
称
す
る
寺
の
中ち
ゅ
う

興こ
う

以

来
の
住
持
達
が
真
言
密
教
の
教
え
を
ま
も
り
、
い
か
に
し
て
広
く
伝
え
て

い
っ
た
か
を
記
し
た
歴
史
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
題
名
そ
の
も
の
も

山
号
の
延
寿
山
の
延
寿
で
あ
り
、
護
法
と
は
法
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
法
と
は
仕
方
・
方
法
で
あ
り
、
薬
王
寺（
延
寿
山
）の
真
言
密
教
の
教
え

の
仕
方
・
方
法
を
正
し
く
守
り
伝
え
た
か
を
書
き
留
め
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。

本
書
は
後こ
う

叙じ
ょ

に
よ
っ
て
薬
王
寺
二
十
二
世
圓
胤（
？
～
一
七
四
一
）に
よ

っ
て
享
保
十
四
年（
一
七
二
九
）に
稿
が
完
成
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
内

容
は
ま
ず
筆
者
の
自
序
で
始
ま
り
、
巻
上
に
薬
王
寺
来
由
記
第
一
と
し
て

徳
一
和
尚
が
仁
寿
の
初（
八
五
一
～
八
五
四
）に
八
茎
山
に
薬
師
如
来
を
刻
し

た
こ
と
に
始
ま
る
由
来
を
記
し
て
い
る
。
中
興
列
祖
伝
を
第
二
と
し
て
、

第
一
世
・
鏡
祐
法
印
伝
か
ら
第
十
世
・
実
宥
僧
正
伝
を
記
し
、
巻
下
に
中

興
列
祖
伝
第
二
之
餘
と
し
て
第
十
一
世
・
祐
宣
僧
正
伝
よ
り
第
二
十
一

世
・
廣
眼
法
印
ま
で
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

延
寿
護
法
録
の
記
載
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
な
か
っ
た
東
国
に

お
け
る
新
義
真
言
宗
の
布
教
の
実
態
が
わ
か
る
。
中
興
第
一
世
・
鏡
祐
は

下
総
国（
千
葉
県
八
日
市
場
市
）の
見
徳
寺
の
鏡
照
に
学
び
、
師
の
命
に
よ
り

陸
奥
国
へ
の
布
教
に
旅
立
ち
、
つ
い
に
岩
城
隆
忠
の
帰
依
を
う
け
薬
王
寺

を
再
建
す
る
。
さ
ら
に
、
同
寺
を
足
場
に
歴
代
の
住
持
が
新
義
真
言
宗
本

山
根
来
寺
、
醍
醐
寺
ま
た
高
野
山
と
、
各
流
・
各
方
の
事
相
、
教
え
の
基

本
た
る
教
相
を
学
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要

な
の
は
歴
代
の
住
持
の
研
鑚
ぶ
り
が
、
師
か
ら
弟
子
に
与
え
た
秘
法
の
伝

授
を
証
す
る
印
信
を
も
と
に
証
書
を
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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市指定有形文化財（典籍）

寶ほ
う

聚じ
ゅ

院い
ん

典て
ん

籍せ
き

及お
よ

び
印い
ん

信じ
ん

状じ
ょ
う　
　
　

一
、七
〇
六
点

指　

定　

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
小
川
町
西
小
川
字
上
谷
地

所
有
者　

寶
聚
院

室
町
時
代
以
降

現
在
、
市
内
の
寺
院
に
お
い
て
最
も
多
数
を
占
め
る
の
が
真
言
宗
智
山

派
で
あ
り
、
室
町
、
戦
国
時
代
以
降
、
岩
城
家
の
支
持
を
受
け
た
薬
王
寺

を
始
め
と
し
て
、
こ
の
寶
聚
院
や
恵
日
寺
、
円
通
寺
、
宝
徳
院
を
中
心
と

し
て
発
展
し
た
。

寶
聚
院
は
、
そ
の
開
山
が
平
安
時
代
末
期
と
も
、
鎌
倉
時
代
と
も
伝
え

ら
れ
不
明
で
あ
る
が
、
永
正
元
年（
一
五
〇
四
）か
ら
は
古
記
録
に
よ
っ
て

そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
薬
王
寺
と
同
様
、
真
言
僧
た
ち
の
修
行
、
学

問
の
場
で
あ
る
壇
林
寺
院
と
し
て
戦
国
時
代
か
ら
発
展
、
江
戸
時
代
に
は

棚
倉
分
領
の
祈
祷
寺
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
な
ど
、
大
き
な
勢
力
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
当
寺
に
は
室
町
時
代
末
期
か
ら
の
写

本
を
含
め
た
教
義
の
研
究
、
修
行
の
た
め
の
経
典
や
典
籍
類
、
古
文
書
類

な
ど
合
わ
せ
て
一
、七
〇
〇
点
余
り
が
伝
存
し
て
い
る
。

こ
の
中
に
は
、師
が
秘
法
を
伝
授
し
た
証
し
と
し
て
弟
子
に
与
え
た「
印

信
」
と
呼
ば
れ
る
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
永
正
十
六
年（
一
五
一
九
）の

宥ゆ
う

鏡き
ょ
う

や
次
代
・
宥ゆ
う

性せ
い

の
分
な
ど
、
戦
国
時
代
の
印
信
類
が
ま
と
ま
っ
て

伝
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
他
に
例
を
見
な
い
。

ま
た
、
典
籍
類
に
お
い
て
は
、
写
本
の
奥
書
な
ど
か
ら
そ
の
典
籍
が
ど

の
よ
う
な
来
歴
を
経
て
当
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
、

薬
王
寺
に
多
数
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
典
籍
類
は
も
と
よ
り
、
本
山
に
あ
た

る
根
来
寺
や
智ち

積し
ゃ
く

院い
ん

で
写
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

薬
王
寺
は
兵
火
等
に
よ
り
伝
来
の
蔵
書
類
の
殆
ど
を
失
っ
て
お
り
、
寶

聚
院
の
典
籍
及
び
印
信
類
は
磐
城
地
方
の
み
な
ら
ず
、
関
東
地
方
の
真
言

僧
が
ど
の
よ
う
な
事
相
・
教
相
を
学
ん
だ
か
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ

り
、
当
地
の
文
化
の
豊
か
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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市指定有形文化財（古文書）

薬や
く

王お
う

寺じ

文も
ん

書じ
ょ　
　
　

十
五
通

指　

定　

昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日

所
在
地　

い
わ
き
市
四
倉
町
薬
王
寺
字
塙

所
有
者　

薬
王
寺

室
町
時
代
・
文
安
三
年（
一
四
四
六
）

こ
の
文
書
群
は
薬
王
寺
に
伝
来
す
る
文
書
で
、
室
町
時
代
末
期
か
ら
江

戸
時
代
初
頭
に
至
る
数
十
通
の
う
ち
、
岩
城
氏
の
寄
進
状
、
禁
制
状
、
僧

正
口
宣
案
、
新
義
真
言
宗
法
度
及
び
掟
書
な
ど
の
十
五
通
で
あ
る
。

薬
王
寺
は
鎌
倉
時
代
の
永
仁
三
年（
一
二
九
五
）、
僧
禅
弁
が
「
宝
寿
抄
」

と
い
う
真
言
宗
の
仏
典
を
口
述
し
た
こ
と
が
金
沢
文
庫
に
残
さ
れ
て
お

り
、
学
問
所
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
室
町
前
期
に
一
時

衰
退
し
た
が
、
文
安
三
年（
一
四
四
六
）岩
城
隆
忠
が
祈
願
所
と
し
て
再
興

し
、
僧
鏡
祐
を
迎
え
て
事
実
上
開
山
さ
れ
た
。
以
降
歴
代
住
持
は
、
京
の

醍
醐
寺
、
高
野
山
、
根
来
寺
な
ど
で
事
相
と
教
相
を
学
ん
だ
後
、
薬
王
寺

へ
戻
っ
て
僧
正
位
を
得
た
僧
が
相
次
ぎ
、
新
義
真
言
宗
の
東
国
唯
一
の
壇

所
と
し
て
多
く
の
門
弟
を
輩
出
し
、当
地
方
の
真
言
宗
の
基
礎
を
築
い
た
。

薬
王
寺
文
書
の
中
で
最
も
古
い
岩
城
隆
忠
寄
進
状（
文
安
三
年
）は
、
隆

忠
が
八
茎
村
を
薬
王
寺
に
寄
進
し
て「
我わ
れ

宿す
く

世せ

之の

大た
い

願が
ん

既す
で
に
ま
ん
ぞ
く
し
お
も
わ
ん
ぬ

満
足
畢
」と
、

磐
城
地
方
の
統
一
を
完
了
し
て
、
名
実
共
に
覇
者
と
な
っ
た
こ
と
を
宣
言

し
た
有
名
な
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
中
世
岩
城
氏
の
台
頭
を
確
認

で
き
る
最
も
確
実
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
他
の
文
書
は
、
一
五
六
〇
年
か
ら
二
〇
年
間
の
戦
国
時
代
の
も
の

と
、
一
六
〇
〇
年
か
ら
四
〇
年
間
に
及
ぶ
江
戸
初
期
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
に
は
、
岩
城
親
隆
寄
進
状（
永
禄
十
年
）、
源
氏
女

（
親
隆
夫
人
）寄
進
状（
天
正
四
年
）、禁
制
状（
天
正
六
年
）及
び
僧
正
口
宣
案（
天

正
八
年
・
永
禄
五
年
）が
あ
り
、
後
者
に
は
、
徳
川
幕
府
の
仏
教
政
策
を
知

る
上
で
貴
重
な
史
料
と
な
る
関
東
新
義
真
言
宗
諸
法
度
写（
慶
長
十
八
年
）、

新
義
真
言
宗
掟
書（
寛
永
九
年
）、
修
験
道
法
度
写（
慶
長
十
八
年
）及
び
恵
日

寺
薬
王
寺
公
事
覚（
寛
永
十
九
年
）な
ど
が
あ
る
。
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市指定有形文化財（古文書）

真ま

木き

家け

文も
ん

書じ
ょ　
　
　

四
一
四
点

指　

定　

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
四
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
六
間
門

所
有
者　

個
人

江
戸
時
代
後
期

江
戸
時
代
の
磐
城
平
藩
主
・
安
藤
家
に
仕
え
た
武
士
真
木
家
に
伝
わ
っ

た
一
括
の
文
書
群
で
、
総
点
数
は
四
一
四
点
で
あ
る
。

そ
の
時
代
範
囲
は
、
上
限
が
江
戸
時
代
前
期
の
明め
い

暦れ
き

二
年（
一
六
五
六
）

か
ら
、
下
限
は
近
代
後
期
の
大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）ま
で
で
、
約
二
七

〇
年
間
に
わ
た
っ
て
い
る
。

こ
の
文
書
群
の
資
料
的
な
価
値
は
、
慶
応
四
年（
一
八
六
八
）の
戊
辰
戦

争
時
に
お
け
る
平
藩
の
戦
闘
状
況
を
詳
し
く
把
握
で
き
る
こ
と
に
加
え

て
、
平
藩
と
明
治
政
府
側
で
あ
る
総
督
府
と
の
間
で
な
さ
れ
た
政
治
折
衝

の
一
端
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
。
総
じ
て
、
い
わ
き
に
お
け
る
戊
辰
戦
争

を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
文
書
群
で
あ
る
と
評
価
し
得
る
。

達
書
・
任
命
状
・
辞
令
書
な
ど
も
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
幕
末
か
ら

明
治
期
に
か
け
て
の
真
木
徳
之
助（
光
、
一
八
二
八
～
一
八
九
三
）の
事
績
を

詳
細
に
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
藩
校
の
施
政
堂
・
佑ゆ
う

賢け
ん

堂ど
う

の
蔵
書

印
の
あ
る
典
籍
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
藩
校
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
は
、
徳
之
助
が
私
塾
を
開
い
た
時
期
の
資

料
も
あ
り
、
教
育
史
の
資
料
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

徳
之
助
は
水
竹
・
栖
筠
と
号
し
、
磐
城
平
藩
の
儒
者
で
あ
っ
た
神
林
復ふ
く

所し
ょ（
一
七
九
五
～
一
八
八
〇
）の
教
え
を
う
け
、
施
政
堂
の
助
教
・
助
教
頭
取

と
な
り
、
嘉
永
三
年（
一
八
五
〇
）に
は
江
戸
に
出
て
経
史
・
医
学
・
軍
学

な
ど
を
修
め
た
。
文
久
二
年（
一
八
六
二
）に
は
御お

徒か
ち

目め

付つ
け

・
兵
学
師
範
な

ど
に
任
ぜ
ら
れ
、戊
辰
戦
争
期
に
は
平
藩
の
軍
事
掛
・
周
旋
掛
を
務
め
た
。

明
治
二
年（
一
八
六
九
）に
は
平
藩
文
学
大
助
教
や
文
学
・
兵
学
教
授
に
、

翌
明
治
三
年
に
は
平
藩
の
学が
っ

監か
ん

を
歴
任
し
、
晩
年
に
は
自
宅
で
私
塾
を
開

い
て
子
弟
に
修
身
斉
家
の
道
を
教
授
し
た
。
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市指定有形文化財（古文書）

伊い

勢せ

屋や

所し
ょ

蔵ぞ
う

文も
ん

書じ
ょ　
　
　

三
三
五
点

指　

定　

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日

所
在
地　

い
わ
き
市
江
名
字
南
町

所
有
者　

個
人

こ
の
文
書
は
、
江
名
の
近
藤
家
に
伝
来
す
る
江
戸
時
代
か
ら
近
代
に
渡

る
文
書
群
で
あ
る
。
同
家
は
江
戸
時
代
、
江
名
の
名
主
を
務
め
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
江
名
は
、
初
め
磐
城
平
藩
領
、
寛
文
十
年（
一
六
七
〇
）か

ら
は
湯
長
谷
藩
領
と
な
る
。
村
高
は
五
百
十
五
石
。
海
運
と
漁
業
で
栄
え
、

漁
業
は
カ
ツ
オ
漁
が
盛
ん
で
あ
り
、
獲
れ
た
カ
ツ
オ
は
鮮
魚
の
ほ
か
塩
鰹

や
鰹
節
に
加
工
さ
れ
、
加
工
品
の
多
く
は
江
戸
に
出
荷
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
江
名
は
江
戸
の
小
舟
町
に
あ
る
鰹
節
問
屋
と
経
済
的
な
繋
が
り

や
交
流
が
あ
っ
た
。
海
運
で
も
湯
長
谷
藩
の
年
貢
米
の
積
出
港
と
し
て
栄

え
た
た
め
、
湊
の
管
理
の
た
め
同
藩
の
浜
役
所
が
置
か
れ
て
い
た
。

伊
勢
屋
文
書
の
内
訳
は
、
近
世
の
文
書
は
、
名
主
の
職
務
、
浜
方
に
関

す
る
も
の
、
海
運
関
係
、
湯
長
谷
藩
申
渡
し
と
い
っ
た
公
的
な
性
格
を
持

つ
文
書
群
と
、
酒
造
に
関
す
る
文
書
、
鰹
節
取
引
と
い
っ
た
私
的
な
性
格

を
持
つ
文
書
群
が
あ
る
。
さ
ら
に
江
名
以
外
の
地
域
と
の
文
化
的
、
経
済

的
な
関
係
を
示
す
文
書
や
手
紙
、
湯
長
谷
藩
よ
り
引
き
継
い
だ
典
籍
類
な

ど
多
岐
に
わ
た
る
。
近
代
に
入
る
と
公
的
な
性
格
を
持
つ
文
書
よ
り
、
私

的
な
性
格
の
文
書
が
多
く
な
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
の
な
か
で
も
浜
方
に
関
す
る
文
書
に
は
、
漁
船
、
乗
組

員
に
関
す
る
取
決
め
、
漁
獲
物
の
配
分
、
魚
を
扱
う
五い

十さ

集ば

商
と
の
対
応
、

藩
の
年
貢
米
の
積
出
し
、
船
積
み
品
に
関
わ
る
問
屋
文
書
な
ど
、
江
名
村

と
い
う
海
村
特
有
の
地
域
性
を
帯
び
た
文
書
が
見
受
け
ら
れ
、
こ
れ
が
本

文
書
の
特
性
と
な
っ
て
い
る
。
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板い
た

石い
し

塔と
う

婆ば
　
　
　

二
基

指　

定　

昭
和
四
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
下
平
窪
字
諸
荷

所
有
者　

諸
荷
区

南
北
朝
時
代
・
延
文
六
年（
一
三
六
一
）

板
石
塔
婆
は
、
板
碑
と
も
い
わ
れ
る
中
世
の
供
養
塔
で
あ
る
。
市
内
で

は
、
玉
造
川
流
域
の
薬
王
寺
付
近
を
中
心
に
集
中
し
て
分
布
す
る
。
自
然

石
の
上
部
に
二
条
線
を
刻
み
、種し
ゅ

子じ

と
銘
文
を
刻
む
独
特
な
型
式
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
大
小
二
基
の
板
碑
は
、
埼
玉
県
秩
父
地
方
か
ら
の
み
産
出
さ

れ
る
緑り
ょ
く

泥で
い

片へ
ん

岩が
ん

で
制
作
さ
れ
て
お
り
、
県
内
で
も
類
例
が
少
な
く
貴
重

で
あ
る
。

阿
弥
陀
三
尊
を
種
子
で
表
現
し
た
こ
の
板
碑
は
、
死
者
の
臨
終
に
際
し

て
阿
弥
陀
如
来
が
、
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
を
従
え
て
十
万
億
土
の
西
方

浄
上
か
ら
雲
に
乗
っ
て
来ら
い

迎ご
う

し
、
往
生
者
を
迎
摂
す
る
情
景
を
梵
字
で
象

徴
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
き
い
方
は
、
高
さ
七
五
㎝
、
幅
三
二
㎝
、
厚
さ
二
・
五
㎝
、
頭
部
を

三
角
に
造
り
、
二
条
線
と
額
縁
を
刻
み
、
蓮れ
ん

華げ

坐ざ

の
つ
く
円
相
内
に
阿
弥

陀
如
来
、
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
の
種
子（
梵
字
）を
刻
み
、
延
文
六
年
辛

丑
年（
一
三
六
一
）二
月
十
日
の
銘
文
が
あ
る
。

一
方
、
小
さ
い
方
は
高
さ
五
二
㎝
と
小
さ
く
、
金
剛
界
大
日
如
来
を
あ

ら
わ
す
種
子
を
刻
む
。
金
剛
界
大
日
如
来
は
仏
教
思
想
の
中
心
で
、
あ
ら

ゆ
る
仏
の
中
心
で
あ
り
、
宇
宙
の
存
在
を
表
わ
す
。
中
世
仏
教
文
化
の
思

想
的
背
景
を
種
子
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
遺
品
で
あ
る
。
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古こ

墳ふ
ん

時じ

代だ
い

の
玉ぎ
ょ
く

類る
い　
　
　

六
六
顆

指　

定　

昭
和
四
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
神
谷
作
字
細
谷

所
有
者　

個
人

古
墳
時
代（
六
世
紀
）

明
治
三
十
九
年
五
月
八
日
、
所
有
者
が
自
宅
敷
地
の
拡
張
工
事
中
に
神

殿
古
墳
中
の
一
基
に
属
す
る
石
棺
を
発
見
し
、
そ
の
中
か
ら
一
体
の
人
骨

と
直
刀
三
振
と
と
も
に
多
く
の
頚く
び

飾か
ざ

り
を
得
た
。
頚
飾
り
は
ヒ
ス
イ
・
メ

ノ
ウ
・
水
晶
・
碧
玉
、
ガ
ラ
ス
か
ら
構
成
さ
れ
る
玉
類
で
、
被
葬
者
が
生

前
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
指
定
と
な
っ
て
い
る
玉
類
は
、
そ
の

時
出
土
し
た
も
の
以
外
に
一
、二
の
混
入
品
を
含
む
ら
し
い
が
、
数
量
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ヒ
ス
イ
・
メ
ノ
ウ
製
勾ま
が

玉た
ま　
　

一
九
個

水
晶
製
切き
り

子こ

玉だ
ま　
　
　
　
　
　
　

一
個

碧へ
き

玉ぎ
ょ
く

製せ
い

管く
だ

玉た
ま　
　
　
　
　
　

一
〇
個

ガ
ラ
ス
製
臼う
す

玉だ
ま　
　
　
　
　
　

一
九
個

ガ
ラ
ス
製
小
玉　
　
　
　
　
　

一
七
個

こ
れ
ら
の
玉
類
を
出
土
し
た
神
殿
古
墳
は
、
神
谷
作
古
墳
群
の
一
支
群

で
あ
り
、
埴
輪
男
子
胡
坐
像（
国
指
定
）を
出
土
し
た
神
谷
作
一
〇
一
号
墳

に
近
い
。
こ
れ
ら
の
神
谷
作
古
墳
群
は
、
海
岸
砂
丘
の
浜ひ
ん

堤て
い

残ざ
ん

丘き
ゅ
う

上
に
営

ま
れ
た
特
色
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
墳
丘
の
形
状
は
全
く
明
ら
か
で
な
い
。

玉
類
を
出
土
し
た
こ
の
神
殿
古
墳
は
、
現
在
の
汀て
い

線せ
ん

よ
り
約
八
〇
〇
ｍ

の
位
置
に
あ
り
、
発
見
当
時
の
様
子
を
総
合
す
る
と
、
石
棺
は
凝
灰
質
砂

岩
の
刳
り
抜
き
石
棺
で
、
内
部
の
四
壁
は
全
面
に
朱
が
塗
ら
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
現
在
、
石
棺
は
破
壊
さ
れ
、
そ
の
上
に
こ
れ
ら
石
棺
を
土
台

と
し
た
氏
神
の
小
社
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。

所
有
者
宅
の
南
西
側
に
は
、
こ
れ
ら
玉
類
出
土
の
石
棺
と
は
別
な
凝
灰

質
砂
岩
製
の
箱
式
棺
が
露
出
し
て
お
り
、
北
側
に
も
埴
輪
を
伴
う
箱
式
棺

（
神
谷
作
二
〇
一
号
墳
）が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
六
世
紀
代
の
古
墳
と
思
わ
れ

る
。
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青せ
い

銅ど
う

製せ
い

鈴す
ず

杏ぎ
ょ
う

葉よ
う　
　
　

一
枚

指　

定　

平
成
元
年
三
月
二
十
五
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
高
月

所
有
者　

個
人

古
墳
時
代（
六
世
紀
）

長
さ　

四
㎝
、
幅　

一
三
㎝
、
鈴
径　

四
・
七
㎝

杏
葉
は
装
飾
馬
具
の
一
種
で
、
胸む
な

懸が
い

や
尻し
り

繋が
い

な
ど
に
垂す
い

下か

し
て
使
用
さ

れ
る
。
鈴
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
鈴
杏
葉
の
名
で
呼
ば
れ
、
古
墳
時
代

の
六
世
紀
ご
ろ
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
全
国
的
に
類
品
は
そ
う
多
く
は
な

く
、
関
東
地
方
を
中
心
に
、
近
畿
地
方
に
か
け
て
出
土
し
て
い
る
。
市
内

の
中
田
横
穴（
国
指
定
）か
ら
は
優
品
が
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
鈴
杏
葉
は
飯
野
八
幡
宮
の
宮
司
が
明
治
初
年
こ
ろ
入
手
し
た
も
の

と
伝
え
ら
れ
、
大
須
賀
筠
軒
の
刊
本
『
磐
城
史
料
』（
明
治
四
十
五
年
）の

中
に
「
駅
路
鈴
・
飯
野
氏
蔵
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
市

内
の
古
墳
等
か
ら
の
出
土
品
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

青
銅
製
の
鋳
造
品
で
逆
三
角
形
の
剣け
ん

菱び
し

形
の
各
角
に
一
箇
ず
つ
鈴
が
つ

く
形
態
で
、
鈴
の
中
に
小
礫
の
珠
が
入
っ
て
い
て
、
振
る
と
に
ぶ
い
音
が

す
る
。鈴
の
表
面
に
は
隆
線
に
よ
る
円
圈
内
に
珠し
ゅ

文も
ん

が
鋳
出
さ
れ
て
お
り
、

と
く
に
左
鈴
の
頂
点
に
あ
る
珠
文
は
大
き
く
乳
首
状
と
な
る
。
右
と
下
の

鈴
に
も
同
様
の
珠
文
が
施
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
鋳
型
の
く
ず
れ
に
よ
り
不

明
瞭
で
あ
る
。
背
面
に
は
文
様
は
な
い
。
ま
た
、
剣
菱
体
の
表
面
の
偏
平

な
円
圈
内
は
、
二
条
の
隆
線
で
十
字
に
四
分
割
さ
れ
、
や
は
り
全
体
に
珠

文
が
配
さ
れ
て
い
る
。
交
差
す
る
二
条
の
隆
線
中
央
部
の
珠
文
は
大
き
め

で
あ
る
。

剣
菱
体
の
上
部
に
は
、
垂
下
す
る
た
め
の
皮
帯
を
通
す
立た
ち

聞ぎ
き

と
言
わ
れ

る
方
形
の
穴
が
開
い
て
い
る
。

珠
文
と
隆
線
と
円
圈
に
よ
る
文
様
構
成
は
、
こ
の
鈴
杏
葉
の
制
作
年
代

の
特
徴
を
表
わ
し
、
中
田
横
穴
出
土
の
鈴
杏
葉
と
同
じ
形
式
的
な
特
徴
か

ら
、
六
世
紀
の
遺
品
と
推
定
さ
れ
る
。



205

市指定有形文化財（考古資料）

古こ

墳ふ
ん

時じ

代だ
い

の
馬ば

鐸た
く　
　
　

三
口

指　

定　

平
成
十
四
年
三
月
三
十
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
上
高
久
字
八
ツ
梅

所
有
者　

個
人

古
墳
時
代
後
期

古
墳
時
代
後
期
の
葬
礼
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
馬
を
装
飾
す
る
馬
具
の
一

種
で
あ
る
。

鞍く
ら

・
鐙あ
ぶ
み

・
面お
も

繋が
い

・
尻し
り

繋が
い

・
胸む
な

繋が
い

の
う
ち
、
胸
繋
に
用
い
ら
れ
、
馬
の

胸
に
三
個
一
組
で
革
帯
な
ど
を
用
い
て
垂
下
さ
れ
、
釣
鐘
状
を
呈
す
る
こ

と
か
ら
馬
鐸
の
名
で
呼
ば
れ
、
六
世
紀
頃
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。

三
個
と
も
に
青
銅
の
鋳
造
品
で
同
じ
鋳
型
か
ら
造
ら
れ
て
お
り
、
片
面

だ
け
に
装
飾
紋
様
が
あ
る
。
形
態
は
偏
平
中
空
で
両
側
に
大
き
く
裾
開
き

の
釣
鐘
状
を
呈
す
る
。

鐸
身
に
大
き
な
鈕（
立
聞
）が
あ
り
、
方
形
の
孔
が
付
く
。
鈕
の
付
け
根

に
小
さ
な
孔（
舞
孔
）が
あ
り
、
音
を
出
す
た
め
の
舌
を
垂
下
す
る
装
置
が

あ
る
が
、
舌
は
付
い
て
い
な
い
。

紋
様
は
二
条
の
細
い
平
行
突
線
の
十
文
字
に
、
斜
め
に
八
分
割
し
た
中

に
珠
紋
を
充
填
す
る
。
ち
ょ
う
ど
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
旗
を
思
わ
せ
る
紋
様

で
あ
る
。
珠
紋
の
付
き
方
に
異
動
が
観
ら
れ
る
が
、
鋳
型
の
段
階
で
珠
文

の
一
点
一
点
を
修
整
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

極
め
て
保
存
状
態
も
良
く
、
出
土
地
点
が
埴
輪
男
子
胡
坐
像（
国
指
定
）

の
出
土
地
点
に
極
め
て
近
づ
く
こ
と
か
ら
、
神
谷
作
一
〇
一
号
墳
の
主
体

部
に
関
わ
る
遺
物
の
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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平
た
い
ら

城じ
ょ
う
下か

古こ

地ち

図ず　
　
　

一
舗

指　

定　

昭
和
四
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
古
鍛
冶
町

所
有
者　

個
人

江
戸
時
代（
十
八
世
紀
）

縦　

三
・
八
五
ｍ
、
横　

四
・
九
一
ｍ

本
図
に
は
城
内
の
建
造
物
・
石
垣
・
内
堀
な
ど
は
一
切
描
か
れ
て
お
ら

ず
、わ
ず
か
に
城
郭
に
連
な
る
城
門
や
櫓
の
み
が
う
か
が
え
る
。侍
屋
敷
・

寺
町
・
足
軽
町
・
職
人
町
・
商
人
町
な
ど
城
下
の
町
割
り
が
克
明
に
記
載

さ
れ
、
人
名
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
道
路
に
は
道
幅
と
と
も
に
、
木
戸

の
位
置
も
示
さ
れ
て
お
り
、
屋
敷
地
に
は
そ
れ
ぞ
れ
間
口
・
奥
行
の
寸
法

が
精
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

作
成
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
図
中
の
人
名
を
『
内
藤
候
平
藩
史

料
』（
昭
和
三
十
七
年
・
平
市
教
育
委
員
会
刊
）に
収
め
る
事
項
に
よ
っ
て
検
証

す
る
と
、
次
の
事
柄
が
知
ら
れ
る
。
享
保
十
九
年（
一
七
三
四
）十
二
月
七

日
、
高
月
御
袋
様
揚
土
屋
敷
御
普
請
出
来
御
移わ
た

徙ま
し

と
あ
る
。
こ
れ
は
内

藤
政
栄（
露ろ
沾せん
）没
後
、
藩
主
・
政
樹
の
母
が
高
月
屋
敷
か
ら
揚
土
の
屋
敷

に
移
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
地
図
を
み
る
と
、
揚
土
の
一
画
に
御
袋

様
御
屋
鋪
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
元
文
元
年（
一
七
三
六
）五
月
に
は
、

穂
鷹
吉
兵
衛
は
定じ
ょ
う

府ふ
（
江
戸
詰
め
）を
命
ぜ
ら
れ
る
。
地
図
の
揚
土
長
坂
に

面
し
た
屋
敷
に
は
、
穂
鷹
吉
兵
衛
の
名
が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ

の
地
図
の
作
成
年
代
は
享
保
十
九
年
十
二
月
以
降
元
文
元
年
五
月
以
前
と

な
り
、
享
保
二
十
年
ご
ろ
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
地
図
は
本
来
、
磐
城
平
城
に
備
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
内

藤
家
か
ら
井
上
家
を
経
て
安
藤
家
に
移
管
さ
れ
、
明
治
四
年
の
廃
藩
の
あ

と
安
藤
家
所
有
と
な
っ
た
。
最
後
の
磐
城
平
藩
主
・
信の
ぶ

勇た
け

の
あ
と
安
藤
家

を
次
い
だ
信
正
の
第
八
子
信
守
か
ら
、
所
有
者
の
家
に
贈
ら
れ
た
。
こ
の

こ
と
を
示
す
明
治
四
十
年
八
月
一
日
の
書
状
が
残
っ
て
い
る
。
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天て
ん

明め
い

飢き

饉き
ん

の
碑ひ　
　
　

一
基

指　

定　

昭
和
四
十
八
年
六
月
三
十
日

所
在
地　

い
わ
き
市
小
川
町
上
小
川
字
植
ノ
内

所
有
者　

常
慶
寺

江
戸
時
代
・
天
明
六
年（
一
七
八
六
）

高
さ　

二
・
二
五
ｍ

正
面
幅　

八
三
㎝
、
横
幅　

五
六
㎝

こ
の
碑
は
天
明
二
年
以
降
の
大
飢
饉
の
際
、
幕
領
小
名
浜
代
官
・
蔭
山

外
記
の
と
っ
た
措
置
に
対
す
る
報
恩
感
謝
の
た
め
に
、
上
小
川
村
の
草
野

四
郎
兵
衛
が
施
主
と
な
り
、
京
都
の
智
積
院（
現
在
、
真
言
宗
智
山
派
の
総
本

山
）の
僧
に
撰せ
ん

文ぶ
ん

を
依
頼
し
、石
工
は
中
伊
那（
信
州
）の
茂
八
が
あ
た
っ
た
。

石
材
は
桜
御
影
石（
花
崗
岩
）で
あ
る
。

碑
文
の
概
要
を
記
す
と
「
報
恩
の
た
め
光
明
真
言
を
誦
持
し
、
よ
っ
て

文
を
致
す
。
こ
れ
天
明
癸
卯（
三
年
）の
歳
、
天
下
大
飢
饉
な
り
。
六
月
、

諸
国
に
灰
を
ふ
ら
し
、
積
り
て
分
よ
り
尺
に
至
る
。
地
動
く
こ
と
し
ば
し

ば
な
り
。七
月
浅
間
山
崩
れ
、土
石
燃
え
流
れ
、そ
の
余
殃
数
十
里
に
及
び
、

民
物
大
半
死
せ
り
。（
中
略
）こ
こ
に
於
い
て
貧
者
は
飢
え
耕
さ
ざ
る
者
先

ず
死
す
。
甲
辰（
天
明
四
年
）春
に
至
り
、
た
と
え
千
金
を
用
ひ
る
も
五
穀

の
こ
れ
を
求
む
べ
き
も
の
な
し
。
富
者
は
飢
え
、
貧
者
は
先
ず
死
す
。
牛

馬
を
剌
し
犬
鶏
を
殺
す
。（
中
略
）流
民
火
を
放
ち
窮
党
蔵
を
こ
わ
す
。
財

器
は
ぬ
す
ま
ず
米
穀
を
こ
れ
競
う
。
あ
る
い
は
家
を
棄
て
妻
を
捨
つ
。
あ

る
い
は
幼
を
負
い
老
を
携
え
東
西
に
馳
散
し
昼
夜
に
彷
徨
す
。
餓
死
者
の

屍
野
に
満
ち
倒
死
累
々
た
り
。
群
賊
来
り
て
衣
を
剥
ぎ
鳥
獣
集
ま
り
て
屍

を
争
う
。
悲
し
い
か
な
生
き
て
鬼
と
な
り
死
せ
ず
し
て
獄
に
入
る
。
笑
語

聞
え
ず
て
い
叫
街
に
湧
く
」
と
そ
の
惨
状
を
語
り
、
つ
ぎ
に
「
こ
こ
に
わ

が
郡
吏
蔭
山
外
記
あ
り
恵
に
し
て
民
を
愛
す
。
こ
の
塗
炭
を
見
言
な
き
能

わ
ず
、
も
っ
て
大
樹（
将
軍
）幕
下
に
啓
す
。
幕
下
欽
明
仁
政
飛
走
に
及
ぶ
。

す
な
わ
ち
命
を
奉
じ
家
宰
中
村
邦
淑
、
堀
越
春
芳
両
士
を
使
わ
し
悉
く
貢

税
を
止
め
、
か
つ
蔵
穀
を
賜
い
遠
く
舟
車
し
、
府
中（
江
戸
）に
も
と
め
こ

れ
を
移
さ
ん
こ
と
を
こ
う（
後
略
）」
と
そ
の
功
績
を
讃
え
て
い
る
。
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上か
み

桶お
け

売う
り

熊く
ま

倉く
ら

神じ
ん

社じ
ゃ

算さ
ん

額が
く　
　
　

一
面

指　

定　

昭
和
五
十
二
年
五
月
四
日

所
在
地　

い
わ
き
市
川
前
町
上
桶
売
字
宮
下

所
有
者　

熊
倉
神
社

江
戸
時
代
・
天
保
十
四
年（
一
八
四
三
）

高
さ　

三
七
㎝
、
横
幅　

六
〇
㎝

こ
の
算
額
は
杉
の
一
枚
板
で
、
上
部
は
屋
根
形
に
な
っ
て
い
る
。
天
保

十
四
年（
一
八
四
三
）に
、
上
神
谷
村（
平
上
神
谷
）の
須
藤
源
重
に
よ
っ
て
、

上
桶
売
の
法ほ
う

陵り
ょ
う

権ご
ん

現げ
ん（
熊
倉
神
社
）に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

奉
納

今
如
図
有
大
円
、
径
五
寸
、
只
云
、
外
円
径
大
円
径
倍
ニ
、
股
八
寸
ニ

シ
テ
、
問
空
円
径
幾
何

答
曰
、
空
円
径
三
寸
有
□

今
如
図
有
容
勾
股
弦
円
、
只
云
、
勾
弦
和
四
寸
八
分
、
股
弦
和
五
寸
四
分
、

問
得
円
径
幾
何

答
曰
、
円
径
一
寸
二
分

術
ニ
日
、
勾
弦
和
股
弦
和
相
乗
倍
ノ
為
、
実
平
方
ニ
開
之
得
、
玄
和
和
以

減
勾
玄
玄
和
得
、
股
又
股
弦
和
ノ
内
減
股
得
、
玄
以
術
円
径
合
問

天
保
十
四
癸
卯
歳
八
月
吉
良
辰

磐
城
郡
上
神
谷
邑

願
主

須
藤
源
重（
花
押
）

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
算
額
は
「
三
平
方
の
定
理
」
を
主
体
と
し
て
、

問
題
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
算
額
が
神
社
・
仏
閣
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
寛
文
年
間（
一
六
六
一
～
七
二
）の
こ
ろ
か
ら
で
、
福
島
県
内
で
は
寛
政

年
間（
一
七
八
九
～
一
八
〇
〇
）に
一
九
面
、
天
保
年
間（
一
八
三
〇
～
四
三
）に

は
二
三
面
が
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
現
存
し
て
い
る
も

の
は
極
め
て
少
な
い
。
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越こ
し

田だ

和わ

文も
ん

書じ
ょ　
　
　

四
巻

（
附
）　

木
造
役
小
角
像　
　
　

高
さ　

四
二
・
五
㎝

木
造
薬
師
如
来
立
像　

高
さ　

五
〇
・
〇
㎝

指　

定　

昭
和
五
十
七
年
三
月
二
十
六
日

所
在
地　

い
わ
き
市
東
田
町
一
丁
目

所
有
者　

個
人

室
町
時
代
～
江
戸
時
代

越
田
和
文
書
は
大
宝
院
・
越
田
和
家
に
伝
来
す
る
文
書
群
で
、
巻か
ん

子す

装そ
う

四
巻
か
ら
な
り
、
中
世
磐
城
の
修し
ゅ

験げ
ん

宗し
ゅ
う

本
山
派
に
属
す
る
寺
院
の
熊
野

参
詣
先せ
ん

達だ
つ

職し
ょ
く

、
惣そ
う

年ね
ん

行ぎ
ょ
う

事じ

職し
ょ
く

の
性
格
と
活
動
の
実
態
を
知
る
上
で
き

わ
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

磐
城
の
修
験
宗
の
本
山
派
は
、
上
平
光
明
寺（
磐
城
郡
）、
大
宝
院（
磐
前

郡
）、
浄
月
院（
菊
田
郡
）及
び
来
泉
寺（
楢
葉
郡
）で
あ
り
、
郡
内
山
伏
を
霞
か
す
み

と
し
て
支
配
し
な
が
ら
深
く
民
衆
と
結
び
つ
き
、
熊
野
参
詣
な
ど
の
先
達

職
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
し
か
し
、
当
山
派
・
羽
黒
派
な
ど
と
の
霞
の

領
有
権
を
め
ぐ
り
紛
争
が
絶
え
な
か
っ
た
。

文
禄
四
年（
一
五
九
五
）の
太
閤
検
地
以
降
は
、
複
雑
な
郡
界
が
夏
井
川

で
区
切
ら
れ
た
結
果
、
同
派
寺
院
と
の
論
争
が
拡
大
し
た
。
越
田
和
文
書

は
、
そ
の
間
に
お
け
る
歴
史
的
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

慶
長
七
年（
一
六
〇
二
）鳥
居
忠
政
の
新
政
治
体
制
が
確
立
す
る
と
、
霞
論

争
は
再
熱
し
大
論
争
と
な
っ
た
。

聖
護
院
書
状（
永
禄
七
年
）は
本
山
派
の
中
心
寺
院
と
の
係
わ
り
を
示
し
、

山
城
卿
・
民
部
卿
奉
書（
天
文
十
六
・
二
十
年
）は
、
郡
内
の
惣
年
行
事
と
熊

野
の
先
達
の
証
文
で
あ
る
。
若
王
寺
・
上
遠
野
隆
秀
・
小
川
刑
部
大
輔
書

状
は
、
山
城（
上
平
光
明
寺
山
城
守
）と
越
田
和
霞
相
論
の
と
き
の
中
心
的
証

拠
文
書
で
、
慶
長
期
の
鳥
居
氏
家
臣
と
の
係
わ
り
を
表
わ
し
て
い
る
。

こ
の
文
書
群
に
は
上
平
文
書（
市
指
定
）同
様
、
長
期
化
し
た
霞
の
領
有

権
争
い
を
有
利
に
進
め
る
た
め
、
多
く
の
偽
文
書
が
作
ら
れ
た
と
い
う
大

き
な
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
、
偽
文
書
出
現
に
は
多
く
の
歴
史
的
背
景
が

あ
り
、
か
え
っ
て
貴
重
な
歴
史
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
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文ぶ
ん

禄ろ
く

四よ

年ね
ん

林り
ん

城じ
ょ
う

村む
ら

検け
ん

地ち

帳ち
ょ
う　
　
　

一
帖

（
附
）　

元
禄
十
五
年
林
城
村
新
田
水
帳　
　
　

一
帖

指　

定　

昭
和
六
十
年
三
月
二
十
九
日

所
在
地　

い
わ
き
市
小
名
浜
林
城
字
大
門

所
有
者　

林
城
区

安
土
桃
山
時
代
・
文
禄
四
年（
一
五
九
五
）

文
禄
検
地
帳　

縦
三
六
㎝
、
横
二
四
㎝

蓋
紙
共
二
二
枚

天
正
十
年（
一
五
八
二
）、
豊
臣
秀
吉
は
本
能
寺
の
変
の
後
、
支
配
地
を

掌
握
す
る
た
め
に
検
地
を
行
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
太
閤
検
地
で
あ
る
。
磐
城

地
方
で
は
秀
吉
の
奥
州
仕
置
以
降
に
な
る
。

林
城
村
検
地
帳
の
表
紙
に
は
、
次
の
様
に
記
し
て
あ
る
。

「
文
禄
四
年
十
月
十
三
日

奥
州
岩
城
岩
崎
之
郡
林
城
村
御
検
地
帳

高
野
九
右
衛
門
尉
」

こ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
林
城
村
の
検
地
は
文
禄
四
年（
一
五
九
五
）十
月

以
前
に
終
了
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
常
陸
の
佐
竹
氏
家
臣
の
高
野
九
右

衛
門
尉
が
関
与
し
て
、
石
田
三
成
の
指
揮
の
も
と
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。こ
の
検
地
実
施
の
歴
史
的
背
景
に
は
次
の
様
な
経
過
が
あ
っ
た
。

天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）、
岩
城
常
隆
が
相
州
星ほ
し

谷の
や（
神
奈
川
県
座
間
市
）

で
没
し
た
こ
と
に
よ
り
、
岩
城
氏
は
後
継
者
を
失
っ
た
。
岩
城
氏
の
家
督

相
続
は
、
常
陸
の
佐
竹
義
重
の
三
男
能
化
丸（
当
時
八
歳
、
後
の
貞
隆
）を
岩

城
家
の
養
子
と
し
て
入
嗣
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
磐
城

の
実
質
的
支
配
権
は
佐
竹
家
に
移
り
、
能
化
丸
の
後
見
人
と
し
て
佐
竹
又

七
郎
義
憲
が
磐
城
を
支
配
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
検
地
は
佐
竹
義
重

と
石
田
三
成
の
権
力
の
も
と
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
検
地

を
元
に
、
翌
文
禄
五
年（
慶
長
元
年
）に
家
臣
の
村
替
を
行
っ
た
。

こ
の
検
地
帳
は
、
当
地
域
で
最
も
古
い
検
地
帳
で
あ
る
。



211

市指定有形文化財（歴史資料）

上う
わ

平だ
い
ら

文も
ん

書じ
ょ　
　
　

一
八
通

（
附
）　

三
通

指　

定　

昭
和
六
十
三
年
三
月
二
十
五
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
揚
土

所
有
者　

個
人

室
町
時
代（
十
六
世
紀
）

上
平
文
書
は
、
小
川
町
二ふ
た

ツつ

箭や

権
現
別
当
光
明
寺
住
持
で
あ
っ
た
上
平

家
に
伝
来
す
る
修
験
道
年
中
行
事
職
に
関
す
る
文
書
群
で
あ
る
。
室
町
時

代
末
期
の
岩
城
氏
に
関
す
る
も
の
、
江
戸
時
代
初
期
の
鳥
居
氏
家
臣
に
関

す
る
も
の
、
修し
ゅ

験げ
ん

宗し
ゅ
う

の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
越
田
和
家
に
関
す
る
も
の
、

光
明
寺
開
山
・
縁
起
類
な
ど
か
ら
成
る
総
数
一
八
通
、
附
つ
け
た
り

三
通
の
一
紙

文
書
で
あ
る
。

磐
城
地
方
の
中
世
末
期
に
は
、
上
平
光
明
寺（
磐
城
郡
）、
越
田
和
大
宝

院（
磐
前
郡
）、
植
田
浄
月
院（
菊
田
郡
）及
び
宮
林
来
泉
寺（
楢
葉
郡
）の
四
ヶ

寺
が
、
修
験
宗
本
山
派
の
寺
院
と
し
て
、
各
郡
内
に
霞か
す
み

の
領
有
権
を
主

張
し
て
広
く
活
動
し
て
い
た
。

寛
文
七
年（
一
六
六
七
年
）の
『
上
平
光
明
寺
開
山
覚
』（
内
藤
家
平
藩
役
所

提
出
文
書
）に
よ
る
と
、
光
明
寺
は
治
安
三
年（
一
〇
二
三
）清
賢
法
印
が
開

山
し
、
熊
野
光
明
寺
善
生
院
と
称
し
た
。
岩
城
の
大
先
達
で
二
ツ
箭
権
現

を
国
峯
と
す
る
登
山
修
験
が
目
的
で
、
五
穀
豊
穣
、
大
漁
満
足
、
商
売
繁

昌
を
利
益
と
し
、
湯
殿
権
現
と
同
体
で
民
衆
に
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
。

岩
城
隆
忠
避
伏
写（
文
安
三
年
）、
岩
城
親
隆（
虎
山
）判
物
写（
文
明
五
年
）、

岩
城
常
隆（
可
山
）・
岩
城
常
隆（
鏡
山
）判
物
写
書
状
に
混
じ
っ
て
直
筆
書

状
で
な
い
岩
城
由
隆
判
物（
永
正
八
年
）な
ど
の
よ
う
な
偽
文
書
も
あ
る
。

当
時
の
歴
史
の
背
景
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
有
効
な
証
拠
文
書
と
な
り
、

特
に
越
田
和
大
宝
院
と
は
長
期
に
わ
た
っ
て
山
伏
支
配
の
領
有
権
を
め
ぐ

っ
て
争
っ
た
の
で
、
論
争
に
勝
訴
す
る
た
め
に
偽
文
書
が
作
ら
れ
る
と
い

う
事
実
が
あ
っ
た
。
中
世
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
お
け
る
修
験
宗
活
動
の

実
態
を
解
明
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
越
田
和
文
書（
市
指
定
）と
と
も
に

修
験
宗
関
係
文
書
と
し
て
双
璧
を
な
し
て
い
る
。


